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諮問庁：独立行政法人都市再生機構 

諮問日：平成２８年７月１９日（平成２８年（独情）諮問第５８号） 

答申日：平成２９年２月８日（平成２８年度（独情）答申第７８号） 

事件名：特定団地の特定工事における屋外給水配管図等の一部開示決定に関す

る件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その

一部を不開示とした決定について，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁

がなお不開示とすべきとしている部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，独立行政法人都市再生機構

（以下「機構」，「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った平成２８

年４月２６日付け，に７３１－１による一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

ア 審査請求に係る処分 

本件対象文書の処分で，“犯罪を助長するおそれのある部分”を理

由に不開示とした処分を取り消し，開示を求める。 

イ 趣旨 

特定日，特定団地の給水施設維持管理業務を特定会社が履行してい

る状況において，特定保健所に検査結果の報告をしていなかった事

から，保健所の立ち入り検査が実施され，配管に進行した腐食があ

り，修繕の指導を受けた事，その補修工事をしている際に，今度は

居住者よりまた配管の腐食を指摘され，補修工事をした事等，特定

会社の管理能力不足や怠慢があった事から維持管理業務に不審を持

った事や機構と特定会社は４０年以上経過した埋設給水本管のリニ

ューアル計画を全く考えていない状況に，生活に直結した水道に大

きな漏水事故等が発生した時，居住者の生活に多大な支障を来す事

は明白であり，居住者として無関心でいる事は出来ず，居住者及び
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自治会は危機感を感じている。それを意見書で機構に申し入れたが，

無視された状況に，居住者の関心を高め，居住者の監視や点検が必

要であると考えた時，幸いにも居住者に専門家や経験者がおり，給

水設備に関する図面を参考に特定会社の作業に立ち会いでき，監視

ができる。 

自治会がこうした活動を通じて，居住者の安全・安心な生活環境を

維持するために図面は必要であり，審査請求をした。 

ウ 理由 

通知書の理由に“犯罪を助長するおそれのある部分”とあるが，曖

昧であり理解出来ない文章である。 

おそれのある部分とは，建物なのか，配管図なのか，どの情報が対

象になるのか不明であるが，この図面を参考に，だれが，どのよう

な時，何を対象に，なぜ，どのようにして，どのような罪を犯すの

か不明である。つまり文章の５Ｗ１Ｈの基本要素が整っておらず，

想定する犯罪が盗難か，死傷者のでる重大犯罪か不明で，説明不足

の理解し難い文章である。 

次に，その“犯罪を助長する”とあるが，犯罪が特定されていない

状態で，だれが，なぜ，どのようにして，なんのために，助長する

のか，不明で理解できない。 

次に“犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあるため”という文章は法５条４号ロの条

文をそのままコピーしたものであるが，末尾に“支障を及ぼすおそ

れがあるため”とあり，その文意は，犯罪の予防に支障を及ぼすお

それがある事や鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあるために図面の開示はできないという解釈に

なる。法５条は文書の開示義務を定めたものであり，４号ロは「支

障を及ぼすおそれのある記録」に該当するか否かを規定している。

従って機構の理由は法５条４号ロの趣旨に該当しない。つまり，法

は文章の記録を対象にしたものであり，犯罪行為を対象にした条文

ではない。 

法５条にある“犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩

序の維持に支障を及ぼすおそれがある記録”に該当するのは図面上

のどの部分なのか。請求した図面と犯罪等の関係性はどのような事

か，説明がなく不明である。つまり法５条４号ロの理由として成立

しない主張である。従って全面開示すべきである。 

法人文書開示決定通知書の内容は，具体的に指摘した開示請求文書

（図面）に対し，重大な犯罪を根拠に，法に基づき開示請求人（審

査請求人）に開示の制限を行うのであり，十分な検討・熟慮と慎重
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な対応が求められる。 

図面を開示する事により機構が所有する特定団地の給水施設の防犯

対策に，どのような支障のおそれがあるのか。そして，図面を開示

する事により想定される具体的な犯罪又は事件を指摘し，だれが，

いつ，どのようにして犯罪を起こし，どのように助長され，どのよ

うな支障が生じるか説明すべきである。その説明には文章の基本要

素である５Ｗ１Ｈにより明確で分かり易い文章にすべきである。機

構の理由の文章は条文をそのままコピーしたものであり，機構の理

由とする文言は的外れであり，稚拙な理由であると非難されるべき

文章であると考える。 

そこで，団地の給水施設（簡易水道）・その図面・犯罪・公共の安

全と秩序というキーワードから，つぎに指摘する犯罪が想定出来る。 

飲料水に関する罪・浄水汚染罪・水道毒物等混入致死罪・水道損壊

及び閉塞罪・人の健康に関わる公害犯罪の処罰に関する法律等があ

る。いずれも不特定多数に危害を加える重大犯罪であり，死刑をは

じめとした非常に重い刑で罰せられる。 

戦後の事件を調べると，コーラ・牛乳・ジュース・お茶などのドリ

ンクやカレーに混入した事件などがあり，死刑が適用された事も有

る重大事件があった。また，不特定多数を標的とした事件としてサ

リン事件があり，その被害の悲惨な状況は記憶に残っている。しか

し，水道水等に毒物などを混入した悲惨な事件はなかった。 

不特定多数を標的に，水道水に毒物等を混入する犯罪は善良な住民

を傷つけ，死傷者が出る事は明らかで，戦争においても生物科学兵

器と同じように卑劣な犯罪として世界的に禁止されている事件・犯

罪である。 

この給水施設に関連して，特定日，特定団地の給水施設維持管理業

務に上記の不備があった事から，その抗議と給水施設の見学を要求

した時，回答はなかったが，機構西日本支社担当者の１人は「テロ

の危険があるから見学は許可しません」と言い，他の１人は「図面

を提供したらテロの危険がある」と言われた事実がある。 

その事から機構が主張する犯罪は，上記の最も卑劣な犯罪を意味し

ていると考える。機構は“犯罪を助長するおそれのある部分”とし

て開示請求者（審査請求人）に不開示を決定しており，“犯罪を助

長するおそれ”の主語は審査請求人となる。非常に心外な事であり，

審査請求人にどのような不審な行動と疑惑があり，審査請求人がい

かなる犯罪を行ない，どのようにして助長するのか，具体的で詳細

な事実にもとづいた犯罪理由の根拠を説明すべきである。 

審査請求人は特定団地の自治会長として日々，団地の生活環境改善
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を求めて居住者のために活動している善良な住民である。そのよう

な犯罪を考えた事もなく，例え思いついても死刑になるような犯罪

を実施することは神に誓ってない。また，そのような犯罪を実施す

るには多量の毒物等の入手が必要であり，そうした資格を持ってい

ない審査請求人が国内法で管理・制限されている毒物等を入手する

ことはできない。重ねて主張する。 

“審査請求人はそのような事件は考えた事もなく絶対に起こさな

い”。このような疑いを公文書で再度，指摘される事は非常に心外

であり，深い心痛を感じている。 

機構の回答次第では，侮辱罪及び人権侵害として，慰謝料請求裁判

を辞さない事も考えている。“犯罪を助長するおそれのある”事に

関し，質問状を提出しても，今までの経緯と実績から機構の回答が

ない事は確実であり，この審査請求の内閣府の審査会を通じて機構

の説明及び回答を求める。 

有り得ない疑いを持たれているが，審査請求人並びに仲間・周辺の

人達・関係する人達は善良な市民であり，機構や居住者に対する悪

感情や悪意は無く，犯罪を起こす動機も無い。また，多量の毒物も

入手できない状況において，犯罪及び助長する事は絶対ない事を重

ねて主張する。 

仮に，これらの図面を参考に犯罪を行った場合，審査請求人のルー

トから犯人は容易に特定され，直ちに逮捕され，裁判による死刑が

想定される重大な犯罪を考え・実施する者は絶対にいない。また，

審査請求人の仲間・周辺・関係する人達には精神の異常者もいない。 

従って，機構の理由は該当せず，全面開示を求める。 

機構の主張は，起こる事のない犯罪等を勝手にでっち上げ，犯罪を

想定した空論によって「法５条４号ロ」を主張したものであるが，

理由として成立せず，法５条４号ロに該当しない。開示を求める。 

エ この審査請求に際し，機構は既に検討し不開示とした事であり，再

度検討の余地はなく，直ちに行政不服審査法の規定により内閣府に諮

問すべきである。 

（２）意見書１ 

本件について意見書（反論）と資料を提出する。 

なお，平成２８年６月２７日付けの申し入れ書として審査会事務局に

送付した資料は本件の審査請求の資料及び意見書の資料として添付した

いので，本意見書に添えて審査会に提出することを求める。 

ア 機構の理由説明書に対する反論－１ 

審査請求人の指摘により，不開示理由等が法に関係する書類として

整理され具体的な表現に改めるのは当然であり，本来，審査請求人
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の指摘がなくとも５Ｗ１Ｈの明快な表現にすべきであった。 

平成２８年４月２６日送付の法人文書開示決定通知書が届き，その

書類には“２ 不開示とした部分とその理由”の“犯罪を助長する

おそれのある部分”には一切説明がなく何が対象なのか不明であっ

たり，“理由”として“犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため（法５条４号

ロ）”とあり，意味不明で理解不能な書類であった。約２週間遅れ

て，図面のタイトルだけが判り，他はすべて黒塗りをした図面が届

いた。これで何とか，審査請求が出来る状況になり，早急に審査請

求書を作成した経緯があるが，本来は，法人文書開示決定通知書と

黒塗り図面が同時に届けるべきである。そして，機構のこのような

対応は審査請求人を軽視し，馬鹿にした対応であると憤りを感じ，

改めて抗議する。 

イ 次に，機構の理由説明書に対する反論－２ 

理由説明書４の（１）及び５結論で「別表に掲げる部分について開

示とするものの」とあるが，審査請求人には別表の部分が未だに開

示されていない。機構西日本支社の担当者に問い合わせると「審査

会の答申を待って開示する予定」という説明があった。 

「別表に掲げる部分について開示とするものの」という文言は中途

半端な文脈であり，尻切れとんぼの文章である。審査請求人は「も

のの」という言葉の文脈として，「ものの，○○○の理由により開

示しないとか，△△△の理由により延期する」など，否定的な文脈

となるのが一般的であるが，そのような文脈でない事から，開示さ

れるものと解釈する。開示を決定したならば，直ちに開示すべきで

ある。ここにも機構の審査請求人を軽視した姿勢が表れている。そ

して，別表の内容を開示していないにもかかわらず，開示したとし

て諮問する事は虚偽の諮問になると考える。 

「審査会の答申を待って開示する予定」という説明は，答申に基づ

いて開示することであり，事前に「開示を決めた」意味がなく，機

構の不思議な考え方である。 

ウ 争点整理 

（ア）機構の不開示部分の理由は次の２点である。 

① 当該不開示部分を公にすることにより，悪意を持った第三 者

による建物への侵入行為や，施設・配管等の損傷・破壊行為，配

管等への異物混入等を容易にし，犯罪の予防，鎮圧又は捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため，

法５条４号ロに該当する。 

② 平成１３年１０月５日付け厚生労働省通知（米国の同時多発テ
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ロ）で“第３ 水道に関する危機管理の対応について”において

施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努めることとされて

いる事から，図面等の取扱いは，安全管理上十分注意を要すると

して不開示とした。 

（イ）審査請求人の主張 

① 機構は「不開示部分が，悪意の第三者が犯罪を起こし，“犯罪

の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあるため”に公開しない」として，直接的に犯罪

行為や現実的な支障があることが法５条４号ロに該当するとして

いるが，法５条４号ロは“犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ”の情報（記録）で

あり，当該不開示部分の情報がそうした情報であるか，否かを判

断するものであり，機構が主張する直接的な犯罪が起こるとか，

おそれがある等について法は言及していない。 

次に，不開示部分の図面は建物図面やそれに関する配管図等は

竣工図（機構の説明）であり，悪意の第三者の参考になるが，

犯罪を起こし，犯罪を助長する情報ではなく，法５条４号ロに

該当する情報（図面等）ではない。 

② 不開示理由そのものについて反論する。 

機構の主張は「当該不開示部分を公にすることにより，悪意を

持った第三者による建物への侵入行為や，施設・配管等の損

傷・破壊行為，配管等への異物混入等を容易にし」を前半とし，

「犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあるため」を後半として検討する。 

前半は，特定団地の給水施設に関する事件を想定したものであ

る。つまり，コップ内（団地内）の騒ぎに対し，後半は「鎮

圧」や「公共の安全と秩序の維持」という社会に大きなインパ

クトを与える事件を想定したものである。前半と後半は事件の

規模や事件の内容がまったく異なり，かつ，その関連性の説明

も無く，前後が整合せず，論理として成立せず，不開示部分を

総て開示すべきである。 

因みに，法５条４号ロに該当する情報（内容）は次の事例のよ

うな記録であると考える。 

例えば，金庫や宝石等の保管場所の図面やその警備情報，サミ

ットや総理大臣やＶＩＰの警備情報，或は国の安全に係る軍事

機密等が記録された文書，或は，原子力発電所等の図面等が該

当し，開示すれば，テロやそれに類する集団の犯罪を助長する

可能性があり，“犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安
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全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ”がある重大な情報（記

録）であると考える。 

③ 図面管理は大切であるが，厚生労働省通知は公共団体等が運営

する大規模な上水道施設を対象にしており，機構が運営する簡易

水道は該当せず，この通知は適用されない。（詳細な説明は下記

オでする） 

④ 特定団地給水施設の防犯の現状と機構の主張の基本的な考え方

に相違がある。 

（特定団地の防犯対策等に関する具体的情報については，本答

申では省略する。） 

機構は“図面等を公開すれば犯行が容易になる”と主張してい

るが，上記の説明のごとく現状で犯行が可能であり，機構の主

張の根底が崩れ，空論である。論理として成立せず，法５条４

号ロに該当しないことは明白である。 

エ 更に，機構の主張の前半について，具体的な犯罪を想定し，その犯

罪が可能か否か，その影響（機構主張の後半）と施設図面等の必要性

について検討し反論する。（写真を参照） 

（犯罪等の方法に係る記載については，本答申では省略する。） 

配管に異物を混入する犯行は図面が有れば可能であるが，作業時間

がかかり，通報される事から不可能な犯行である。その他の犯行は

図面が無くとも可能であり，居住者・近隣の住民の騒ぎとなるが，

「鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それ」がある事態は起こらない。 

機構は専門的な知識を有する者の犯行を主張しているが，専門的な

知識を有する常識人は死刑となるような犯罪は考えないし，居住者

に対し悪戯のような犯罪効果の小さい犯行もしない。しかし，これ

らの事件が特定すまいセンターＡに通報され，下請業者に伝わり，

現場に到着するには約２時間以上かかる事を思うと居住者には大き

な迷惑がかかる。そこで，居住者間のトラブルによる悪意を持つ者

の犯行であった時，逮捕され，罪を問われた時，この団地には住め

なくなり，身を亡ぼす事になり，居住者間のトラブル程度ではこの

ような犯行はしないと考える。そして，当団地に長年（約４０年以

上）住んでいる居住者は上記のような事件は起こった事がないと言

っていた。 

以上のごとく，悪意を持った第三者の犯罪行為は施設図面がなくて

も可能であり，施設図面等の公開の有無に関係しない事が明白であ

る。 

施設図面等を開示すれば，悪意の第三者が犯罪を起こすおそれがあ
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るという機構の主張を，特定団地や全国の団地で維持管理やメンテ

ナンス・補修工事などを履行している多くの業者の従業員・作業員

を対象にした時，ほとんどの人達は施設図面等を所持し或は状態を

知っている。その中に悪意の従業員・作業員が現れれば，犯罪は可

能となる。機構関連業務をする人は絶対に犯罪を起こさないとは言

いきれず，足元の機構関連業者を忘れた身勝手な主張である。 

従って，図面の開示・不開示に係らず，悪意の第三者の犯行は可能

である事から，その対策として，全国の団地の給水施設等は特定団

地と同じ程度の防犯設備であり，全国の団地に全面的な防犯設備を

完備する改修工事が必要となり，膨大な費用が必要となる。それよ

りも，機構に対する悪意を持つ第三者が現れないように，公の機関

として法令・規則・契約などを順守し，公正で公平な運営，そして

居住者に寄り添った運営をする事が大切だと考える。 

オ 機構の不開示理由②について反論する 

平成１３年１０月５日付厚生労働省通知『「米国の同時多発テロ」

を契機とする国内におけるテロ事件発生に関する対応について』を

不開示理由の１つとして引用しているが，対象としているテロは国

際的なテロ集団による重大犯罪で世界に大きなインパクトを与える

テロ行為であると考える。機構団地の簡易水道でテロを起こしても，

世界的なインパクトは無く，テロ集団がこうした給水施設を標的に

する事は考えられない。 

一方，厚生労働省通知第３の最初の部分を機構は省略しているが，

第３は“水源の監視の強化，浄水場，配水池等の水道施設の警備の

強化，防護対策の確認”等の注意喚起をしたものであり，対象は公

共団体等が運営している大規模上水道施設である。 

従って，機構が運営する小規模団地（特定団地）等の簡易水道施設

は該当しない。 

厚生労働省通知第３の最初の部分（大規模上水道施設）を省略し，

機構にとって都合の良い部分だけを使用し，それを拡大解釈して引

用するのは姑息な手段であり，機構が運営する簡易水道に“通知”

が適用されない事は明白である。 

カ 不開示部分（黒塗り）と現場の相違と矛盾について 

① 建築図（全図，黒塗り）について反論 

当団地敷地内の建物（住棟）の全体配置図は既に情報提供を受け

ている。次に空き部屋募集において，その間取り図を開示しており，

それらの資料をまとめれば団地内の棟及び建物平面図は容易に判り，

既に開示した事と同じであり，黒塗りする必要性がなく，開示すべ

きである。 
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機構が主張する悪意の第三者による犯罪（建物の損傷・破壊等）

を考えた時，建物は目前にあり，図面等は必要なく損傷・破壊は可

能である。 

壁の一部やガラスを破損する程度の被害は小さく意味がなく，イ

ンパクトがある犯行として，建物破壊を考えた時，多量の爆薬とそ

の爆薬を取り付ける必要があり，多くの作業員と多くの作業時間が

必要となる。居住者が生活している現状と日本の治安状況を考えれ

ば，実施できない事は明白である。従って建物に関しても図面等の

有無は関係ないと考える。 

② 配管はそのほとんどが目視できる状況であり，図面を黒塗りす

る意味がなく，建屋内の機器や配管と埋設配管は図面がなければ判

らないが，いままでの反論より，全面開示すべき事は当然である。 

キ 法人文書開示決定通知書の意味不明な不開示理由は，上記のような

反論があるとは想定せず，その場しのぎとして考えた理由であると考

える。本来の理由は以下に説明する事情によるものと考える。 

特定団地を含む４１団地の共益費の一部である給水施設等維持管理

業務に関する入札において，機構が主要株主として出資したファミ

リー企業である特定会社に利益配分する観点から他の業者を排除す

るため，“入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入

札等の公正を害する行為の処罰に関する法律”に抵触すると疑われ

る行為（下記クで説明）をしていた。その不正行為の一つとして，

新規参入業者に施設図面等を提供せず，積算や見積もりが出来ない

状況で入札に参加し，棄権せざるをえなかった状況は公正な競争入

札とは言えない。そうした状況は入札経過調書から想定できる。こ

のように図面等を提供しない不公平な入札方法は不正行為であり，

この不正行為を正当化するために，施設図面等が提供できない尤も

らしい不開示理由が必要であったと考える。 

単独入札で落札した特定会社は機構のファミリー企業として２０～

３０年に渡り，随意契約でこの業務を受注・履行しており，改めて

図面等の提供が無くとも，施設・作業内容等を熟知している事や常

に個々の図面の提供を受けていると思われ，積算は可能であり，競

争入札（単独）で非常に高い落札率を維持して受注している。 

一方，棄権した業者は次回の入札に参加しても落札が不可能な事か

ら参加せず次回の競争入札からは特定会社の単独入札となり，９

０％以上の落札率で受注している実態がある。まさに，不正な競争

入札であり，独占的な企業の実態があると考える。その実態を証明

する資料として入札経過調書を提出する。 

なお，この業務は機構の全国の団地に共通し，長年にわたり特定会
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社が随意契約により履行していたが，平成２２年国の指導により競

争入札に改められた。この時から，不正競争入札が始まったと言え

る。 

ク 上記の不正行為以外にも“入札談合等関与行為の排除及び防止並び

に職員による入札等の公正を害する行為の処罰に関する法律”に抵触

する疑いのある不正行為として次の事柄を指摘する。 

① 施設図面等に係る不正行為は，特定すまいセンターＡが担当す

る特定団地を含む複数団地の競争入札で行われた。また，特定すま

いセンターＢも同様である。 

新規参入業者が入札に際し，共通仕様書に添付されるのは各地の

すまいセンターが担当する団地一覧表だけである。その表には施設

の概要だけであり，施設図面等がなければ各団地の施設の状況が不

明で正確な積算はできず，入札を棄権する状況になった。（仕様書

に添付した団地一覧表を参照） 

② 給水施設等維持管理業務共通仕様書（以降仕様書とする）に競

争入札参加業者の特定会社の社名が記載され，競争に有利に作用し

ている。 

この仕様書は，機構の全国団地に共通して使用され，その仕様書

の別紙４に特定会社（機構が主要株主として出資した全国的展開の

業者）の社名が記載（アンダーラインを記入した）されている。 

③ 仕様書に記載された２４時間緊急事故処理体制の説明不足と維持

管理の問題点 

２４時間緊急事故処理体制に必要な中央集中監視システムは特定

会社が所有している事から，仕様書には詳細な説明が無く，配管等

の施設図面と同じように入札参加業者は積算できず，業者は不公平

な扱いをうけていた。 

一方，こうしたシステムとその体制を仮に整備しても，継続的に

受注できなければ，維持管理費用が損失となる不合理がある。 

④ 給水施設の業務に受変電設備等の維持管理業務も含めているた

め，ほとんどの業者は対応できず，対応できるのは限定した業者

（特定会社だけ）であった。 

上記に指摘する違法性のある仕様書と不正行為のある入札方法に

より，特定会社しか入札に参入できない実態は説明した通りである。

そして，この仕様書と入札方法は機構の全国すまいセンターの団地

で使用され，こうした不正競争入札は全国で実施されていると考え

る。 

ケ 給水施設等維持管理業務は団地の共益費に関する事であり，審査請

求人は不正競争入札を指摘し改善を求めたが，無視されたため，改め
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て，特定地域の３つの自治会と共同して国交省に陳情書を提出した。

国交省からこれらの書類が機構に渡ったが，すべて無視され徒労に終

わった。 

このような不正競争入札を止めさせ，公正な競争入札を実施させ，

不正を排除した正当な共益費にすべきである。その第一歩として，

施設図面を開示させ，新規入札参加業者に入札資料として添付させ，

公正な積算ができ，入札に参加できるようにすることが，不正競争

入札改革の一助になると信じている。 

機構の不開示理由の反論だけでなく，このような状況改善のために

も開示は必要であると考える。 

参考資料として下記の書類を添付する。 

特定すまいセンターＡが担当する団地（特定団地を含む）の給水施

設等維持管理業務の競争入札を行う際に，使用した共通仕様書（別

紙４と５） 

共通仕様書に添付する団地一覧表（特定すまいセンターＡと特定す

まいセンターＢ） 

入札経過調書（特定すまいセンターＡと特定すまいセンターＢ） 

特定団地給水施設の写真 

（本答申では資料，添付書類等は省略） 

（３）意見書２ 

本事件について意見書（抗議）と資料を提出する。 

機構に本件諮問書のコピーの提供を求め，平成２８年９月６日に諮問

書（添付）の開示があった。その諮問書に対し以下の抗議を申し入れる。 

ア 諮問庁である機構が提出した法的な諮問書には“独立行政法人都市

再生機構”の法人名だけであり，住所の表記はなく，責任の所在は本

社なのか，西日本支社なのか，責任者は誰なのか，氏名がなく，不備

な書類である。このような不備な書類を提出する体制が起因したと考

えられる無責任な，不合理な出来事が，以下に指摘する事柄をはじめ

多々ある。 

機構の開示決定通知書の“２ 不開示とした部分とその理由”は，

機構の法的な責任のもとに不開示理由を決定したものであり，審査

請求人はそれに対し反論し，異議申立てあるいは審査請求をしたも

のである。つまり，審査請求人は機構の説明不足で不備な不開示理

由は法５条４号ロに該当しないとして開示を求めたものであり，機

構はこうした審査請求人の主張に対し諮問すべきであった。 

しかし，機構が提出した理由説明書は不開示理由の補足説明ではな

く，争点を変更するものであった。審査請求人の指摘により，主張

が不備である事に気付き不利になると考え，勝手に，主張内容を変
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更し，追加した理由説明書である。それにより，争点が変わり，審

査請求人は急きょその対応に追われつつ意見書を提出した。 

審査請求人は勝手に主張を変更し，争点変更をした事を遺憾に思う。

審査会は機構の不開示理由の変更を認めるべきでなく，当初の開示

決定通知書の不開示理由で審査すべきである。 

機構の身勝手により，争点を変えた事を審査請求人は認めることが

出来ない不合理である。こうした不合理は，機構が開示決定通知書

を作成時点で責任者を明確にし，検討をすれば気付き，修正できた

はずであり，不備な開示決定通知書を作成した責任は機構にある。

政府の機関として社会的な重い責任を持ち，多くの居住者に対する

影響は大きく，機構は常に慎重に対応すべきで，責任をとるべきで

ある。 

このように争点変更したやり方は卑怯の誹りをうけて当然である。

責任者を明確にしない姿勢が，審査請求人を軽視し，法令順守を軽

視した無責任な職員が起こした不祥事であり，無責任な職員と決裁

した人の見識が疑われる。不祥事の原因は機構にあり，責任は機構

自らがとるべきである。 

こうした無責任な体制は常態化しているように思え，本件以外に機

構の運営等に不適切・不合理な事が多々あると実感している。機構

に改善を求める。 

次に，審査会の答申が出た時，もし，仮に機構がそれを誠実に履行

しない時は提訴する事になるが，訴訟に際し，被告人が不明であれ

ば，提訴できない事もあり，書類には法人名だけでなく，責任者の

氏名と住所が必要である。一方，答申の相手としても，特定の責任

者に指示して欲しい。こうした観点や上記の事柄から審査会は機構

を糺すべきである。 

イ 諮問書の別紙３．審査請求人の概要において“審査請求人の住所と

氏名”を黒塗りしている。仮に，審査請求人が私であるならば，本人

がコピーの開示を求めており，黒塗りをしないはずである。黒塗りを

している事から，審査請求人は私以外の人物が考えられる。しかし，

今までの書類等の流れから，おそらく審査請求人は私であると思うが，

もし，私以外の人物であれば，私は本件の諮問事件に関係なく，提出

した書類は回収（取り下げ）しなければならない事になり，審査請求

人の確認が必要となった。 

そこで，改めて機構西日本支社の担当者に問い合わせると私が審査

請求人だと返事があった。つまり，機構西日本支社の特定部署の書

類送付案内である事から，この部署が作成したと考えられ，この部

署は情報開示を全く理解していないと言える。また，この書類にも
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責任者の氏名がない。これも無責任な体制が起因する事例でもある。 

ウ 諮問書の別紙７ 諮問担当者……において本社情報公開・個人情報

保護室の“担当：……”の部分が黒塗りしている。担当者の氏名であ

ると考えられるが，こうした事が責任逃れの無責任な対応に繋がって

いる。機構の担当者は自らの業務を誠実に取り組み，自信を持って

正々堂々と責任の所在を明確にすべきである。 

以上の不備と機構の対応（考え方）について抗議し，審査会が糺す事

を希望する。 

（本答申では添付資料は省略） 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は，特定団地ＡＢ，ＣＤ地区衛生其他工事における「屋外

給水配管（１）」等の開示請求に対する一部開示決定（原処分）について，

開示請求者（審査請求人）から，不開示とした部分の開示を求めてなされ

たものである。 

２ 機構について 

機構は，独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）に

基づき設立された独立行政法人であり，大都市及び地域社会の中心となる

都市において，市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務

を行うとともに，都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等に関

する業務を行っている。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，審査請求書において，「原処分において“犯罪を助長す

るおそれのある部分”を理由に不開示とした処分を取り消し，開示を求め

る」と主張している。 

４ 原処分の妥当性について 

（１）本件対象文書について 

特定団地は，公団が建設し，賃貸住宅としてこれまで管理・運営がな

されてきたところである。 

今回請求のあった法人文書は，「特定団地の給水施設に関し，機器の

仕様，配置，配管ライン等が分る，竣工図書又は維持管理用図書」であ

る。処分庁は，これに該当する文書として，『特定団地ＡＢ，ＣＤ地区

衛生其他工事における「屋外給水配管図（１），（２）」（以下「屋外

配管図」という。），「高架水槽平面図，断面図」（以下「高架水槽平

断面図」という。），「受水槽ポンプ室平面図，断面図」（以下「受水

槽等平断面図」という。）』，『６５－４・５Ｎ－３Ｋ－３－改型標準

設計図における「１階平面図・立管系統図」』（以下「１階平面図等

①」という。），『６５－５Ｓ－２ＤＫ－改型標準設計図における「１
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階平面図・立管系統図」』（以下「１階平面図等②」という。）及び

『６６－４・５Ｎ－２ＤＫ－２－改型標準設計図における「１階平面

図・立管系統図」』（以下「１階平面図等③」という。）を特定し，法

９条１項の規定に基づき，法５条１号（特定の個人を識別することがで

きる情報）及び同条４号ロ（犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報）に該当する部分を

不開示とする一部開示決定を行った。なお，不開示部分は，職員の印影

並びに給水施設関連の内部構造及び内部に設置された機器の仕様が判る

部分並びに各棟に繋がる配管及び各棟の配管の種別・位置・長さや制水

弁の位置等の詳細が判る部分（職員の印影を除き以下「詳細図部分」と

いう。）であり，原処分で「犯罪を助長するおそれのある部分」とした

部分を明確化するため「給水施設関連の内部構造及び内部に設置された

機器の仕様が判る部分並びに各棟に繋がる配管及び各棟の配管の種別・

位置・長さや制水弁の位置等の詳細が判る部分」と変更し，その理由を

「当該不開示部分を公にすることにより，悪意を持った第三者による建

物への侵入行為や，施設・配管等の損傷・破壊行為，配管等への異物混

入等を容易にし，犯罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序

の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。（法５条４号ロ）」に改める

こととする。 

審査請求人は，不開示部分のうち，詳細図部分について処分の取消し

を求めており，これについて検討を行った結果，不開示とした部分とそ

の理由を上記のとおり改めた上，別紙の２に掲げる部分については開示

とするものの，その余については，原処分を維持し，なお不開示とする

ことが妥当であると判断した。 

以下に，詳細図部分についての不開示情報該当性を説明する。 

（２）詳細図部分の不開示情報該当性について 

ア 本件対象文書の性質について 

本件対象文書は，機構が所有する特定団地における給水施設関連の

設計図書である。機構は，居住者の安心・安全について最大限の配

慮をしなければならない責務を有しており，本件対象文書は，その

居住者の生活にとって必要不可欠かつ重要な施設の設計図書である。 

イ 不開示情報該当性について 

本件対象文書に含まれているような給水施設関連の内部構造（例え

ば，壁・床の種別や厚さ等）が容易に判る部分（高架水槽平断面図，

受水槽等平断面図及び１階平面図等①～③のうち，平面図及び断面

図部分）や，これらの施設内部に設置された機器の仕様が判る部分

（受水槽等平断面図のうち，機器の仕様を説明している部分）は，

悪意を持った第三者による建物への不法な侵入や施設の損傷・破壊
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行為，異物混入等を容易にするなど，居住者の安心・安全に支障を

及ぼすおそれがある。 

また，各棟に繋がる配管の詳細を示した部分（文書１＊屋外配管図

全体（凡例を除く。））は，埋設管の位置や深さ，各埋設管がどの

住棟に水を供給しているかなどが判り，各棟の配管等の詳細を示し

た部分（１階平面図等①～③のうち，立管系統図部分及び受水槽等

平断面図のうち，配管系統図部分）は，専門的な知識を有する者が

確認すれば，各住棟における給水経路が判るものであり，悪意を持

った第三者による配管等の損傷・破壊行為や異物混入等が実行され

るおそれがないとはいえないものである。 

したがって，居住者の生活にとって必要不可欠かつ重要な施設の設

計図書の一部であるこれらの情報を公にすると，犯罪の予防，鎮圧

又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが

あることから，法５条４号ロに該当すると考える。 

さらに，水道は居住者の日常生活に直結し，健康を守るために欠く

ことのできないものであり，平成１３年１０月５日付厚生労働省通

知『「米国の同時時多発テロ」を契機とする国内におけるテロ事件

発生に関する対応について』の「第３ 水道に関する危機管理の対

応について」においても，「水道施設関係者等の管理の一環として，

来訪者，施設出入業者の管理の徹底を図ること。併せて，（中略）

施設関係図面等の管理の徹底など情報管理に努めること」と記載さ

れていることから，給水施設関連の図面の取扱いは，安全管理上十

分注意を要するものであると考える。 

（３）審査請求人の主張について 

審査請求人は，詳細図部分の開示を求める理由として，犯罪の意思が

ない旨など様々主張するところ，諮問庁においては，無論，審査請求人

が犯罪の意思を有するとは考えていないが，法３条の趣旨から，何人の

請求に対しても同じ対応をとることが必要であり，一部開示決定を行っ

たものである。これについて，上記（２）（イ）で述べたとおり，詳細

図部分は法５条４号ロに該当することから，不開示とすることが妥当と

判断した。 

５ 結論 

以上のことから，諮問庁は，上記４（１）のとおり，原処分について，

詳細図部分のうち，別表に掲げる部分については開示とするものの，その

余については，原処分を維持し，なお不開示とすることが妥当であると判

断した。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 
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① 平成２８年７月１９日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年８月２５日     審査請求人から意見書１及び資料を収受 

④ 同月２９日       審議 

⑤ 同年９月２０日     審査請求人から意見書２及び資料を収受 

⑥ 同年１２月１３日    本件対象文書の見分及び審議 

⑦ 平成２９年２月６日   審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，特定団地の給水施設に関し，機器の仕様，配置，配管

ライン等が分かる竣工図書又は維持管理用図書の開示を求めるものであり，

処分庁は，本件対象文書を特定し，その一部を法５条１号及び４号ロに該

当するとして不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は，法５条４号ロに該当するとして不開示とされた部分は開

示すべきであるとして，原処分の取消しを求めるところ，諮問庁は，当該

不開示部分のうち，別紙の２に掲げる部分は開示するが，その余の部分

（以下「本件不開示部分」という。）は同号ロに該当し，なお不開示を維

持すべきとしていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，

本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）諮問庁は，機構は居住者の安心・安全について最大限の配慮をしなけ

ればならない責務を有しており，本件対象文書は，その居住者の生活に

とって必要不可欠かつ重要な施設の設計図書であるとした上で，本件不

開示部分については，給水施設関連の内部構造及び内部に設置された機

器の仕様が判る部分並びに各棟につながる配管及び各棟の配管の種別・

位置・長さや制水弁の位置等の詳細が判る部分であって，これを公にす

ることにより，悪意を持った第三者による建物への侵入行為や，施設・

配管等の損傷・破壊行為，配管等への異物混入等を容易にし，犯罪の予

防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあるものであって，法５条４号ロに該当する旨説明する。 

（２）本件不開示部分には，特定団地の給水施設に関する具体的な情報が記

載されていることが認められ，これを公にすることにより，悪意を持っ

た第三者による配管等の損傷・破壊行為や異物混入等を容易にする旨の

上記諮問庁の説明は，必ずしもこれを否定し難い。 

したがって，本件不開示部分は，これを公にすることにより，犯罪の

予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあり，法５条４号ロに該当すると認められるので，不開示とした

ことは妥当である。 
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３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号及び４号

ロに該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が開示すべ

きとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，同号ロに該当す

ると認められるので，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋  
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別紙 

 

１ 本件対象文書 

特定団地特定工事における「屋外給水配管図（１），（２）」，「高架

水槽平面図，断面図」，「受水槽ポンプ室平面図，断面図」，６５－４・

５Ｎ－３Ｋ－３－改型標準設計図における「１階平面図・立管系統図」，

６５－５Ｓ－２ＤＫ－改型標準設計図における「１階平面図・立管系統

図」及び６６－４・５Ｎ－２ＤＫ－２－改型標準設計図における「１階平

面図・立管系統図」 

 

２ 諮問庁が開示するとしている部分 

ペ ー ジ 開  示  事  項 

（各ページ共通） 図面中の凡例 

３ページ 屋上階を示す「ＲＦＬ」との記述 

５ページ ポンプ室に設置された機名及び台数 

 


